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般
行
政
宫
に
及
ぼ
す
可
し
と
な
す
の
結
果
な
ろ
、 

官
吏
の
不
法
行
爲
妒
故
意
叉
は
重
過
失
に
因
る
と
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.

ぬ
官
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主
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る
賫
任
に
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國
家
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に
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き
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行
爲
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の
責
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間
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政
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體
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上
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の
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に

根
據
を
置
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の
な
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會
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め
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政
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故
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體
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の
利
益
の
爲
め
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は
社
會
全
體
に
於
て
危
險
を
«
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望

の

理

由

存

す

、

是

れ

宫

吏

輕

過
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責

任
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國

家
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の

關

係

あ
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と

な

す
 

所
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法
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論
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類
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活
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本

能
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相
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史
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研
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に

於

て

旣
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體
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霖
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質
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唐

し
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社
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相
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に
至
る
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是
亦
社
會
心
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會
學
等
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一
襖
究
を
俟
つ
て
後
に
知
る
べ
き
事
柄
に
名
屬
せ
す
一
の
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售
ナ
る
蘭
家
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他
の
國
家
と
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通
ず
る
は
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し
て
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想
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す

ベ
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ら
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般

の

事

項

は

國
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汝
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し

叉

國
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を

大
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と

し
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究
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す

ベ
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を
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當
i

言

ず

祝
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や
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と
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ふ

立

脚
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立
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偉
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の
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を
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次
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に
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領
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學

の

見
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以
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沪
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の

觀

念

に

し
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異
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國
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て
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究
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ず

國
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以
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に
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神
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國
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の

存
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と

言

ひ

し

十

根

據

を

創

設

す
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し

て

腕

以

て

團

體

の
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に

立

ち
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の
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念

に
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す
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存
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し

國

家

を

支

配

す

る

と

言

ふ

於

如

き
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是

名

亦

法

理

一

す
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次

斯

く

の

如

き

の

圑

體

多

數

生

梦

る

に

至

れ

ば

土

地

の

上

ょ
6

許

す

ベ

か

ら
^

^-
經

る

べ

於

ら
^

る

名

の
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6
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の

境

界

は

愈

明

確

と

な
6

地

圖

の

彩

色

は

複

雜

と

な
6

明
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而

し

て

國

際

法

は

理
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ょ
6

名

寧

ろ

慣

習

に

甚

礎

を

置

く

暸

と

な

る

而

し

て

相

互

に
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こ

と
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故

に
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だ

法
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達

せ

る

名

の

少

く

其

觀

念

說

明
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然

れ
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面

に
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て

相

互

經
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上

の

交

通

は
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免

く
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の
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き
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人
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體
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通
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に
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6
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雖

名

識
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得

女

る

智

を

經

と

し

思

索

を

求

一

の

と

の

間

に

交

通

を

發

生

す

る

に

至

る
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め
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を

縫
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し

て

自
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信

梦
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ぶ
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は

學
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敍

を

以

て

國

家

的

觀

念

の

.要

素

は
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を

要

し

土

地

と
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本
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日

本
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の
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ニ
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見
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を
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 c
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集
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す

名

昼

の

狀

祝
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と
し 

等
ょ
ろ
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生
ずf

亦

意

識

を

を
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發
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は
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於
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o
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_

て
個
人
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由
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想
と
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異
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羞

ん

l
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貪
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現
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t
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^
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カ
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權
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l
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以
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な
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ら
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1
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i

f

f

l

m

此
範
圍
に
於
て
行
動
せ
し
む
べ
く
是
以
上
に
國
民
を
し
て 

權
利
を
享
有
せ
し
む
べ
於
ら
梦
而
し<
統
治
*
は
叉
其
團 

體
其
％
の
と
し
て
の
生
存
目
的
を
全
一
と
し
て
達
せ
ん
と 

す
此
範
圍
以
外
に
於
て
は
絕
對
な
る
ベ
於
ら
宇
極
家
の
統 

治
權
は
人
民
領
土
の
上
に
絕
對
な6
是
形
式
な
6
實
質
に 

於
て
は
國
家
の
生
活
關
係
の
必
要
な
る
程
度
內
に
於
.て
活 

き
％
の
な
6
此
點
に
於V

相
對
な
6
此
範
圍
を
超 

へ
て
統
治
權
$
亦
潜
越
な
6
統
治
權
は
此
範
圍
に
於
て
•正 

當
な
る
^

^
を
有
す
疣
治
權
は
最
高
に
し
て
最
高
と
«
其 

上
に
何
物
を
3
存
在
せ
^
る
こ
と
を
意
味
す
然
れ
どS
下 

に
存
す
る
人
民
領
土'に
對
しy

國
家
4
人
民
と
を
調
和
す 

る
點
に
於V

制
限
あ
る
を
忘
却
す
ベ
か
ら̂

。

.

卽
ち
知
る
國
家
は
土
地
の
上
に
存
す
る
人
民
を
統
治
の 

力
を
以
て
結k

ロ
せ
る

社
會

國

體

な

ろ

〜

此
見
解
は
憲
法
論 

と
しV

は
多
少
議
論
の
餘
地
無
き
に
非
贫
と
雖
名
冗
長
に 

.

失
す
る
が
故
に
暫
く
措
き
是
を
以
て
滿
足
せ
ん’と
す
。

國

家

の

活

.

L1
3

前
述
の
如
く
國
家
は)r
i
會
に
し
て
其
社
會
の
民
福
を
增

進
し
安
寧
を
維
持
せ
ん
と
す
る
爲
め
の
織
圓
內
に
於
て
人 

民
の
诌
由
平
等
を
相
對
な
ら
し
む
る
を
最
少
限
度
と
し
て 

此
間
を
調
和
せ
次
る
ベ?(
/'>ら
す
此
限
^
!
に
於
て
國
家
は 

其
存
立
を
究
く
す
る
爲
め
に
國
家
全
一
と
七
て
活®

せ

 ̂

る
べ
於
ら
^
る
な
6
。

®

人
於
社
會
的
生
活
を
爲
す
に
$
自
己
の
存
立
を
売
く 

す
る
爲
め
自
己
其
名
の
を
自
己
の
み
存
立
せ
し
め
ん
と
す 

る
側
面
と
第
三
者
叉
は
他
人
と
の
關
係
に
於
て
其
存
立
を 

完
於
ら
し
め
ん
と
す
る
側
面
と
あ6
物
權
者
の
有
す
る
物 

■

權
の
如
き
は
卽
ち
此
關
係
を
適
切
表
示
す
る
の
權
利
な
6
 

と
す
然
ら
ば
此
人
類
の
團
體t
る
國
家
名
亦
是
i
等
し
く 

自M

其
名
の
と
し
て
內
國
的
に
生
存
す
る
側
面
を
有
す
べ 

く
叉
一一

國
以
上
の
國
家
の
存
在
す
る
栂
は
國
家
相
互
の
間 

'
に
有
無
相
通
^
る
に
至
る
は
是
理
の
當
然
な，
6
是
卽
ち
國 

一
家
於
自
己
の
存
立
上
自
國
の
行
爲
と
他
國
の
行
爲
と
を
調 

和
し
つ
、
自
國
の
利
益
增
進
に
活
動
す
ベ
き
側
面
な
6
吾 

人
は
前
者
を
以
て
國
家
の
對
內
的
活
動
と
云
ひ
後
者
を
對 

外
的
活
動
と
云
夯
一
は
國
家
全
一
と
し
て
宇
宙
的
に
單
位
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國
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J 0
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に
存
す
る
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な
し
權
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の
偉
大
な
る
ダ
の
は
©
家 

及
タ
に
存
せ
梦
極
限
は
票f

國
家
は
其
の
存
立I

 

二
方
面
に
於
て
求
む
る
の
な6
0

統

治

權

の

主

體

.
.

國
家
統
治
•縦
の
存
す
る
所
は
各
國
憲
法
によ

ろ

て

異

れ
_ 

為

れ
f

統
治
權
を
總
攬
すI

存
せ
f

ベ
わ
ら̂

 

る
は
論
無
し
個
人i

履
と
の
生
存
發
達
を
調
節
せI
 

る
法
現
の
上
に
統
治
權
於
立
ち
此
の
理
論以
上

に
g
 

は
下
に
名
存
す
る
を
得
ず
主
體
は
此
の
意
の
義
に
於
て
一 

意
拿
構
成
し
表
示
す
る
を
以
て
國
家
的
生

活

の
眞
髓
な| 

6

と
す
其
眞
意
義
卽h

兹
に
存
す
此
の
範
圈

を

«
越

低

下一
 

す
る
は
矛
盾
な6

背
理
な
6

是
以
外
の
主

體

の

意

思

構^

と
意
展
裘
示
は
妒
治
權
者
の
私
的
法
律
生
活
事
實
^

生
®

而
し
て
是
が
意
思
表
示
は
國
家
活
動
の
根
源
な
れ
J

統 

治
權
の
主
體
の
活
動
は
卽
ち
國
家
の
活
動
に
し
て
其
#
勺 

的
活
動
！

外f

活
動
l

i

權
の
活
動
I

票

意

.

— 

1
1

四

け

作

用
f

是
以
外
に
於

i

權

の

活

動

は

善
I
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Z

妄

國
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梦
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す
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す
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述
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な
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す
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ら
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ら
るV
,

名
の
な
6

と
す 

主
體
の
意
思
構
成 

主
權
を
有
す
る̂

P
.

の
は
各
國
に
よ6

て

異

'
^
其

掘

の

憲 

法
の
解
釋
上
又
は
其
規
定
に
よ
ろ
て
定
4

る
然
れ
ど

名
其 

主
權
者
t

る

名

の

於
自

國

の
爲
1C

安
寧
幸
福
を
增
進
せ
し■

む
る
の
緣
由
を
以v

他
の
國
家
と
行
爲
を
爲3

ん
と
す
る 

塒
は
其
一
部
於!!
_
法
の
行
爲
と
な6

て
ま
は
る
、.
：

P

の

ニ
五



一

雜

錄

 

、

i

 

な

ろ

令

論

画

家

の

交

通

發

達

せ

中

斯

く

の

如

く

陌

互

に

萬b 

Ĵ
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未
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有
な
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余
錢
薄
敢
て
固
執
せ
岁
と
雖
名
亦
以 

て
法
を
辨
ふ
者
の
思
衆
に
耽
る
の
價
値
な
き
を
得
ん
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國
際
法
は
國
家
以
外
に
存
せ
す
自
國
の
法
な
6

國
法
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し
て 
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の
法
律
な
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手
を
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^
と
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す
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則
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習
、；；外
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叉
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史
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習
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さ
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習
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意
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の
主
權
當
然
の
單
位
的
作
用
な
6

と 

言
ふ
べ
き
な6

。

■

國
際
法
の
制
定

.

國
際
法
§
世
人
め一

般
觀
念
の
如
く
具
體
的
法
條
存
在 

し
自
國
以
外
に
超
越
せ
る
名
の
、
如
く
認
む
る
時
は
平
和 

會
議
の
如
き.
を
以
て
確
に
立
法
部
と
$
稱
す
る
な
る
べ
し 

吾
人
は
國
際
法
を
外
國
に
對
す
る
積
極
的
效
果
及
涫
極
的 

、效
果
を
規
定
せ
る
そ
の
な6
i

解
す
るU

由
6

自
國
法
に

し
て
各
國
奵
陳
一
の
條
文
を
有
せ
る
名
の
を
自
國
の
國
際 

法
と
認
ひ
る
名
.の
に
し
て
自
國
に
對
す
る
國
際
闘
體
の
數 

と
同
匕
き
法
の
存
岁
る
名
の
な6

と
す
認
ひ
る
名
の
同1 

な
6

.

i

雖
名
皆
自
國
法
と
し
て
之
を
認
め
^

る
名
の
な-C

N

 

之
を
認
む
るH
+

あ
.
6

と
す
れ
ば
自
國
の
國
際
法
於
其
等 

の
十
國
r

到
し
て
效
果
を
有
す
る
名
の
な6

と
信
す
前
->
1

 

せ
る
、が
如
き
に
よ6

國
家
よ
6

偉
大
な
る
權
カ
者
な
る 

の
な
し
自
國
於
他
國
を
覊
朿
し
叉
は
覊
柬
せ
ら
る
、
の
理 

は
自
画
と
對
手
國
と
の
意
思
の
決
定
に
存
す
他
國
卽
ち
全 

然
何
暮
の
利
害
を
有
せ
ぎ
る8
 

ニ[1
|

等
.

の
意
思
に
よ6

て 

左
右
せ
ら
る
、
こ
と
な
し
其
國
際
法
は
必
步
し
名
多
數
國 

に
行
は
る
、
を
要
せ
，ず
ニ
國
に
て
g

可
な
6

其
他
如
何
な 

る
各
の
$

國
家
を
し
て
國
家
以
外
に
於
て
制
定せ
る
_

®

 

法
を
遵
守
せ
し
め
ん
と
す
る
が
如
き
は
是
國
家
な
る
名
の 

r

J

誤
解
せ
る
よ6

來
る
名
の
に
し
て
之
を
認
ひ
る
赌
は
同 

等
の
國
家
が
他
の
卒
等
權
を
有
す
る
國
家
と
の
國
際
法
上 

の
權
利
拘
束
の
极
據
果
し
て
何
處
に
於
存
せ
ん
是
以
外
に 

之
を
求
0

る
は
誤
な
6

敌
に
¥

fn

#
«
の
勿
き
は
國
際
法
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.

雜

錄

沏
定
機
關
に
非
ず
是
唯
各
國
主
權
者
卽
•ち
立
法
者
於
特
定 

の
條
規
を
制
定
せ
ん
と
し
是
に
就
て
の
.國
際
關
係
を
硏
め 

し
め
其
結
果
其
決
議
を
採
用
し
自
國
の
國
際
法
と
爲
す
名 

の
り
6

採
擇
拒
否
の
權
能
は
一
に
主
權
者
に
存
在
せ
6

是 

を
認
む
る
i

否
と
は
自
由
な4

其
決
議
は
斯
か4

を 

银
-

定

せ

ょ
--
£

の
事
實
的
勸
告
に
北
る
べ
きS

の
と
言
岁
0
 

國
際
法
S

定
I

現
代u
於

V

簾

i

者
の
承
認

に

ょ

ろ

て

艺

紫

變

卽
i

法

遵

義

羞
含

せ

る

一

裁

可

な

解

す

べ

し

各

國

の

承

認

の

有

無

は

國

際

法

と

j- 

し

て

の

效

果

發

生

の

有

無

に
f

平

和

會

議

の

決

議

を

認
 

あ

叉

は

後

進

國

が

先

進

國

等

の

旣

に

國

際

法

と

せ

る

，名
の 

を
承
認
し
叉
は
國
際
團
體
間
に
行
は
る
>
國
際
慣
習
を
認 

.处

而

し

て

之

を

自

國

の

國

際

法

と

し

て

採

用

せ

る

名

ジ

な
 

6

是

は
B

內

法

制

定

の

場

合

に

外

國

法

を

其

盡

我

國

法

と

す

f

何

等

|

蕾

I

し
斯
く 
S

際
法
i

し
S

事
踏
相
互
に
拘
束
し
叉
は
拘
束せ
ら

る
^

の

な
6

現

今 

l o
f

 f

法
袅

認

に
ょ
ろ
て
成

立

し

麗

上

廳

者

の

大

游
作
用
の 

一i

な
6

て
現
は
る
、
名
の
な6

と
解
す
べ
し

1
1
I
O

國
法
上
の
主
權
の
作
用
就
中
此
立
法
的作
用
に
於

て

國

際 

法
上
の
-主
權
は
自
由
専
權
に
し
て
取
捨
I

契

？

と 

爾
ふ
べ
し
是
に
就
て
の
卑
見
は
前
に一
言
せ
る
祈
な6

と

す
。

\

 

、
果

し

て

然

ら

ば

主

權

者

の

承

認

は

如

何

？

る

,P
.

の
名
國 

|

際
祛
と
し
て
認
む
ベ.
き
や
其
範
圓
如
何
と
の
問
*
を
生
岁 

\

然
れ
ど
名
是
は
國
際
法
の
性
質
を
明
_
に
す
ル
ば
自
然
こ 

.
1

之
を
知
る
を
得
べ
し0

I

丨

.

國

際

法

の

性

質

搦

際

法

は

法

律

な/ジ
や
否
や
と
の
疑
問
は
過
去
の
乙
と 

な

，
り

吾

入

は

之

を

以

て

法

律

な

6
と
斷
梦

法

律

と

は

共

同 

生

沽

の

準

則

に

し

て

立

法

者

の

制

定

せ

る

國

家

及

國

民

の 

行

爲

の

形

式

を

定

め

相

互

忙

拘

朿

ヵ

を

有

す

る

規

則

|

\

故
に
法
律
は
左
の
槪
念
を
有
す。

.

;
i

、
法
律
は
拘
束
力
を
有
す
る
規
則
な
6

ニ
、
法
律
は
國
家
及
國
民
相
互
間
の
行
爲
の
形
式
を
定 

む
る
規
•則

な

.ハ
ノ

宗
敎
及
道
德
と
異
る
點
玆
に
存
亨

321

1

三
、
免
律
と
は
立
法
者
の
獅
定
せ
る
規
册
な6

の
ぁ
6
制
裁
は
權
利
の
消
極
的
積
極
的
の
效
果
を
不
能
な 

立
法
者
と
は
一
國
の
主
權
者
を
稱
す
制
定
と
は
廣
義
に
ら
し
‘め
甘
る
卽
ち
權
利
亨
有
者
の
不
利
益
に
變
ヒ
把
る
場

解
す
立
^

作
用
の
全
體
の
意
義
を
包
含
す
る
名
の
な6

合
に
其
權
利
の
效
果
と
し
て
發
規
す
る
名
の
な
6

制
裁
と

四
、
法
律
と
は
國
家f c
る
一
社
會
團
體
の
共
同
生
活
の
一
は
權
利
の
靜
的
*狀
態
に
於
て
存
す
る
名
の
に
非
ず
他
人
の 

準
則
な
.

C
N
.

 

權
利
侵
害
を
停
止
條
件
と
し
て
發
生
す
る
名
の
な
ん
ノ
常
識

國
際
法
は
國
家
於
他
の
國
家
に
對
し
て
相
互
に
拘
束
力
上
公
理
的
命
令
と
し
て
物
は
靜
を
以
て
常
則
と
な
し
動
を 

を
有
す
る
こ
と
明
に
し
<
國
家
相
互
間
の
行
爲
の
形
式
を
以
て
變
則
と
な
す
制
裁
は
法
の
實
質
な

6

と
す
る
は
半
面 

定
む
る
こ
と
之
を
知
る
を
得
べ
く
前
述
せ
る
如
く
自
1!

の
眞
理
を
の
み
言̂

に
非
^
し
て
何
ぞ
银
裁
は
何
敌
に
存 

主
權
者
の
意
思
に
ょ
ち
て
承
認
せ
ら
れ
て
法
-こ
な
ろ
承
謅
す
と
や
人
或
は
拘
朿
カ
を
有
す
る
が
爲
な
ぅ
と
應
ふ
ぺ
し 

と
は
立
法
的
意
義
を
包
含
せ
る
裁
可
な
6

而
し
て
主
權
者
然
ら
ば
吾
人
は
權
利
者
當
該
自
身
に
靜
的
に
存
す
る
拘
衆 

が
他
f

の

翳
S

義

務

爲

朿

を

S
i

安

は
5

力
を
法
の
力
と
しy

蠢

雞

〗
u

g
v

_

者
■

し
救 

し
め
其
效
果
を
要
求
避
止
し
得
る
は
主
權
者
の
意
思
作
用
一
濟
を
求
め
制
裁
を
課
す
靜
的
拘
束
カ
今

」

動
的
效
果
に
變
せ 

に
し
て
阈
家
當
然
の
行
爲
な6

而
し
て
自
國
家
は
他
國
家
し
む
動
的
效
果
と
は
制
裁
を
言
ふ
湘
裁
は
救
«
の
手
段
な 

の
利
益
を
圖
る
爲
に_
存
す
る
％
の
に
非
岁
自
國
家
の
共
同6

權
利
は
靜
狀
に
於
て
询
裁
を
有
せ
ず
法
は
節
£
狀
態
の 

生
活
の
國
利
民
ー
假
を
增
進
せ
し
む
る
爲
め
に
他
國
と
有
無
一
效
果
を
規
定
す
る
％
の
に
非

>'
人
の
權
利
の
亨
有
の
完
全 

J

S

際
を
爲
す
？

吾
人
は
此S

に
於
て
反
對
說
ぁ
を
期
す
る
名
の
な
6

卽
ち
知
る
法
は
必
ず
制
裁
を
實
質
と 

る
を
想
像
すI

得
1

?

°.

す
含
の
に
非
る
こ
と
を
故
に
法
の
實
質
I

朿
カ
を
有 

學
者
或
は
法
に
制
裁
の
存
す
る
を
以
て
實
質
と
な
す
名
し
他
の
條
件
を
具
備
す
れ
ば
足
れ

6

蓋
し
權
利
狀
態
の
不

雜 

‘ 

,
 

1

ユ
ー



S

和
益
は
靜
的
拘
束
力
を
動
的
效
果に
連
結
す
る
は
法
J

 

む
る
所
f

動
的
s

l

f

を
抛
棄
す
|

1

得
# 1 

に
實
體
の
權
利
を
拋
棄
す
る
こ
と
、
な
る
こ
i

$>
f

 

-隹 

r

f l
J

i l
l

を
議
す
る
を
得
ず
之
を
議
す
る

t
潜
矛
ク
拋
棄
と
な
る
是
6I
J
も

權

利

の

眞

意

義

な

の 

f«
質

营

存

す

之

を

有

す

れ

ぱ
|

絕
對
的
に
法I

救 

5

爲
し
f

?
此

囊

5
 V

任
意
f

亦
此
性
質

憲
法
に
は
制
f

し
と
て
憲
f

法
律
に
？

と 

提

と

す

翁

の
f

然
？
 

I

f

此 

を
看
過
せ
石
妄
論
な6
 

'

國
際
法
Q

C

國
に
對
す
る
こ
と
は
旣^

之
f

▲

ベ
ご
，ク 

他
,

對
し
此
靜
的
に
連
結
せ
る
抅
朿
力
を
し
て

「
朝
危 

h

に
至
i

ら
S

的

農
S

結
f

‘

y

g

國
の
德 

和
狀
態
の
救
濟
を
求
むf

得

甘

し

む

篇

暴

則
に
％
、

て

拘

束

せ

ら

れ

届

る

效

ヵ

は

變

則

狀

態

に

於

て

の

# ]
|

一 

原

狀

に

囘

復

す

る

の

義

務

I

ゆ

る
f

 

f

 

f

ic
i f 

こ

て

の

此

效

力

、は

拘

康

カ

を

^

^

と

す

る

名

の

な
6

刺

裁 

•

め

有
？
®

#

法

の

實

？

左

右

せ

岁

國

際

法

C

全
て
丨«

H

變
為
せ
し
め
ら
れ
f

狀
f

完

全

に

#

す
る
途
未
だ

S

全
I

の
差
異

t

の
み
f

。

.

^
 

f

ば
此
所
爾
拘
束
力
の
根
據
を
ば
何
*
忘
之
を
ま 

f

 
主 
_

? !
_

1I
J

_

\

由
4

を

尊

し
_

s

福
？

證

芒

む

る

こ

办

理
に
存
す

i
國
家
S

法
上
の
主
權
は
是

I
 

\ 

主
J
5>
祓
據
と
し
て
嘉
本
來
の
單
位

I

l l
l i
I f
f l
I f
I I
l l
i

\ 

sI F
l l
M

I I
i l
f l
w

画

”
|

せ
し
！

す
る
な

| |
1 |

I
1̂
尹
の
由
て
來

I

f

 

iす法
於
國
家
生
存
發 

一

の

差

異

の

存

す

る

な

し

S

ll
K

lI
s

:
CI
f

f

l

f

是
等
i

合
す
る
塒
は
國
家
の
生
存
發
達

I

て
I

123

■
と
せ
る
他
國
家
と
自
國
家
と
の
間
に
拘
束
力
を
有
す
る
行 

爲
の
規
則
な
ム
.と
の
定
義
を
國
際
法
に
與
ふる

を
以
<
充 

分
な
6

と
信
^
。

國
際
法
の
範
圍 

國

際

法

の
»

習

を

淵

源

と

す

る

こ

と

，乳

の

法

律

よ
6

多 

大

な

る

乙
.人

旣

に

之

を

述

べ
1-
C

6

然

れ

ど

^p

慣

習

か

國

隙
 

法

に

非

る

こ

と

？

亦

明

な
6

主

權

者

が

自

國

と

他

國

と

の
 

行

爲

の

準

則

を

定

む

る

名

の

と

し

V

爲

す

立

法

的

意

義

を
 

岜

含

せ

る

裁

可

杧

る

承

謅

於

國

際

法

の

制

定

と

な

る

と
a

果
し
て
然
ら
ば
承
！

I

は
單
純
に
言
へ
ば
立
法
と
裁
可
と 

の
一
一
作
用
を合
む
名
の
な
る
が
故
に
自illi
際
法
と
し
て 

承
認
す
れ
ば.
國
際
法
^
る
の
拘
束
力
を發
生
す
る
1

の
な 

.

6
51

現
在
す
る
各
の
を
消
滅
せ
し0
る

に

ぢ

一

の

消
滅
を 

目
的
と
せ
'
る
意
思
表
示
にy

充
分
な
6

卽
ち
自
la
A

他
國 

と
を
連
結
し
<
相
互に
拘
朿
カ
を

有
す
る
名
の
と
な

^
ば 

6|
|

ち
國
際
独
な6

っ 

吾
人
は
國
•際
法
の
性
質
を
述
ぶ
るに
當
6

■文
明
國
間
に

旅

0 
ノ

行
は
る

、

名

の

と

の
W

念
、
多
數
國
間
に
行
はる
、

名
の
. 

と

の

觀
念
を

排
斤
し
t

 

6

事
實
上
文
明
國
間
に
行
は
れ
多 

數
國
間
に
行
は
る
、
行
爲
の
準
則
な
る
は
之
を
知
る
に
難 

一
か
ら
す
と
雖
名
亦
是
 

'が
例
外
と
名

言
ふ
べ
き
者
無
き
に^
 

非
ず
叉
國
際
法
把る

の
v

t

g

要
件
に
名

非
る
の
觀
あ6
 

文
明
と
は
關
係
的
の意
義

を

有
す
事
實
上
文
明
画
に
汫 

る
名
自
國
胗
其
國
と
拘
束
力
を
認
0

る
に
於
て
は
法
杧
る 

に
於
て
何
等
妨

ぐ

る

所

あ
.

る

べ

か
ら
す
殊
に
文
明
は
赌
代 

に
於
て
異6

十
六
®
紀
の
文
明
と
二
十
世
紀
の
文
明
と
は 

意
義
大
に
異6

文
明
國
に
非
れ
ば
國
際
法
上
の
權
利
能
力 

國
tc

る

こ
i

を

對
手
國
の
認
め
？

0

る
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問
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が
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國
際
法
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外
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し
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せ
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と
の
觀
念
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距
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吾
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宣
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認
む
る
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あ
れ
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國
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束
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効
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當
該
國
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國
際
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し
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せ
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と
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國
際
法
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箸
書
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叙
述
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國
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法
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に
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す
る
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せ
る
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認
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事
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際
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載
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ょ
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際
先
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史
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法
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叉
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憤
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先
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國
際
法
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國
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め
次
る
慣
習
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國
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當
該
事
件
に
關
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手
國
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國
際
法
杧
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果
あ
ら
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國
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す
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先
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叉
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^
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す
る
等
は 

其
法
理
に
_

し
と
言
は
次
る
を
得
ん
や
危

い
哉
國
カ
微
弱 

な
る
國
家
は
法
理
上
の
勝
者
な
る
に
名
拘
は
ら
卞
政
治
上 

の
政
策
に
ょ6

實
際
上
敗
者
杧
る
位
地
に
陷
る
是
實
に
國 

際
法
の
&

»

闡

明
せ
ざ

る
其
歡
11

の
限
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範
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吾
人
は
主
權
の
對
內
的
效
果
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有
す
る
國
家
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來
の
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を
統
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權
と
云
ふ
國
家
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統
治
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範
圍
内
に
於v

人
民
の
權
利
義
務
を
享
有
せ
し
む
換
言
す 

れ
ば
統
治
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存
條
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ふ
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統
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權
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家
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存
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分
割
の
觀
念
を
許
さ
ず
國
家
の
支
配
の
及
ぶ
頮
土
の
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蘭
に
太
小
の
差
異
こ
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あ
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決
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統
治
權
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分
る
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の
に
非̂

國
家
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單
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し
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存
す
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な
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ば
孜
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統
治
權
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あ
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ノ
て
ニ
な
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三
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銃
治
權
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國
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特
有
の
權
な
6
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他
よ
6

之
を
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受
す
る
乙
と
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領
土
を
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叉 領

土
權
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す
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範
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叉
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^
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な
6
と

は

也

よ
6
之
を 

繼
受
し
把
f

の
に
f

學
者
S

說
す
る
所
之
を
明
に

ニ
國
際
法
上
の
主
權
は
不
可
分
な6
 

r
- 

 ̂

, 

. 

:
.
.
!
 

-
-

-

--

此
方
面
の
主
權S

家
持
有
本
來
！

灌
の
反
射
的*生

I

ほ

は

第
k

の
性
質
ょ
-
來
る
自
然
の
結 

質
を
有
し
以
て
國
法
上
の
主
權
©
ち
統
治
I

ッ
I

ト

3
:
7

 \ 

g

r

の
婆
タ
が
人
格
と
し
て
外
國
に
對
す
る
自

p

u

口

ほ

裏

H

春

為

含

す
I

含

.

.

i

l

l

u

n

 

i

i

l

l l
l

:

M

i

l

l
 

\ 

1

:

1

1

に
論
梦
る
は
誤
れ6

新
進
國
於
此
圏
體
に
入
る
場
合
に
か 

I
s
る1

^
*
1
?

を
有
す
る
こ
と
あ
ら
ん
名
法
理
上
^
^
か
る
結
論 

を
生
岁
る
名
の
1C

非
^

と
信
チ
他
の
國
際
團
體
よ6

附
與 

さ
れ
*

る
名
の
に
非
岁
國
家
あ
ん
主
權
あ6

而
し
て
外
國 

i

の
關
係
に
於
て
初
め
て
此
權
の
存
在
を
現
出
す
若
し
固 

有
な
ら
岁
と
せ
ん
か
國
家
な
る
名
の
は
存
立
す
.べ
於
ら
ず 

獨
立
す
ベ
於
ら

岁
と
の
結
果̂

生
^

る
に
至
ら
ん
。

四
、
國
際
法
上
の
主
權
は
平
等
關
係
に
於
て
存
す
。

國
際
法
は
國
家
と
國
家
と
の
行
爲
の
規
則
な
ろ
.
•

國
家
は
• 

何
れ
2

皆
國
家
特
有
に
し
て
自
國
の
單
位
的
行
動
と
し
て 

自
國
の
み
生
存i

タ
ベ
き
權
能
を
有
す
國
家
の
基
本
權
獨
立 

權
と
云
ふ
ぢ
の
は
卽
ち
是
な6

其
國
家
な
る
以
上
は
權
利 

能
力
の
點
に
於
て
.差
異
の
存
す
る
理
な
し
唯
國
際
法
と
し 

て
他
隱
家
の
認tr
る̂
^

の
.

を

自

_

か

國

際

法

と

し

て

認

め 

^

る
に
よ
.ゎ
其
と
等
し
き
自
國
の
國
際
法
な
く
他
國
に
比 

し
て
外
圆
.

に
對
し
拘
束
す
る
の
範|1
拓

束

せ

、
ら

る

、

の

範 

圍
の
：
大

小

あ

る

の

み

五

六

の

國

の

認

；

§

f

c

る
に
由
ハ
@

■■
國 

名
服
從
せ
次
る
ベ
か
ら
岁
と
は
從
來
の
國
際
法
學
者
の
說

明

な

れ

ど

採

る

に

足

ら

.ず

國

家

と

國

家

は

法

律

上

の

性

質 

に
於
て
資
格
>の
高
下
%
し
画
家
の
上
に
位
す
る
國
家
な 

し
若
し
あ
、

O

と
す
れ
ば
事
實
問
題
な6
.

政
治
上
の
事
な6
 

1

等
國
と
は
世
界
的
强
國(w

o
r
l
d

 

p
o
w
e
r
)

卽
ち
世
界 

の
列
交
問
題
に
^
^
す
る
の
實
カ
あ
る
圓
の
義
に
し
て
數 

年
前
よ
り
用
ひ
ら
る
、
熟
語
な6

是
等
は
國
家
の
實
カ
を 

云
ふ
な
6

法
律
上
何
に
よ6

て
是
が
資
格
に
高
下
あ
る
を 

認
む
る
を
得
る
や
國
際
法
上
の
主
權
は
發
生
消
減
の
範
蘭 

於
自
國
i

對
手
國
と
の
意
思
に
係
る
舻
故
に
其
範
圍
に
よ 

6

V

他
國
に
比
しV

拘
束
被
拘
束
卽
ち
荽
求
糖
の
大
小
あ 

|

 

~
C
\

と
雛
名

是
.

國
家
主
權
の
自
由
の
點
な-
り
是
が
大
小
を
以■ 

I

て
國
家
の
上
位
下
位
を
決
す
る
能
«

3'
'

る
な
6

國
家
は
等 

|

し
く
國
家
な6

平
等
な
6

人
民
を
»
象
と
す
る
統
治
權
と 

國
家
を
對
象
と
す
る
國
際
法
上
の
主
權
と
の
.差
異
は
實
に 

一#:U

 

存
す
。

五
、
國
際
法
上
の
主
權
は
相
對
的
の
權
な
6

 

統
治
權
は
命
令
强
制
の
權
カ
に
し
て
國
內
的
絕
對

(

前 

述
の
制
限
あ
る
名)

最
高
の
權
な6

然
る
に
國
際
法
上
の



K M
I

1

. 

雜

錄
 

,

13

主
*
は
平
等
關
係
に
於
て
存
す
る
财
故
に
他
爾
を
絕
對
に

農
に
服
從
甘
し
^}

為

营

こ

i
存
す
べ4

甚

委

任

-

，
的

關

係

に

於

で

他

國

の

權

力

の

下

に

自

國

を

匱

く

は

是

謝 

家
の
生
存
狀
態
に
於て
の
例
外
な
6

國
家

の

事實ょ

6

下
 

■

に
僵
く
の
み
其
國
家
は
画
囊
名
の
と
し
て
存
立
せ
I

 

軍
に
蜃
法
上
の
主
權
を
拋
棄
し
之
を
他
國
に#

壬

| 

せ
る
の
み
な
6

故
に
國
際
法
の
主
權
は
拘
束
し
女
る
範
圍

|

'

内
に
於
て
相
露
の,

る
に
止
f

絕
對
に
他
國I

 

束
す
る
を
得
ず
し
て
國
法
上
の
主
權
と
は
異
れ
6

。

一

六
、
國
際
法
上
の
主
權
果
利
益f

i

b女
I

合
に 

,

救
濟
不
確
定
な
6

 

.

統
治
權
は
A

民
間
の
不
利
益
を
救
濟
し
て
原
狀
に
同
復 

せ
し
め
叉
國
家
と

し

て

此

權

を

紊

さ

る

.
、
場

合

に

制

裁

を 

翦

し

目

-
つ&
對

に

之

を

科

す

る

を

得

る

名

國

際

隹

上

の

主
一 

榣

は
平
等
關
係y

於
て
存

し

絕

對

の

權

な

攻

に
 

银
#

を

絕

對

に

科

す
i

を

得

^

る

の

傾

向

を

有

す

#自蘅
 

の
策
と
し

て
何
等6

の

方

法

を講
宇
被
拘

束

國

5

1

 

れ
杧
る

肅

を

履

行

す

る

と

せ

次

る

と
K

其

國

の

曹

に

1

三
。

f

て
影
響
せ
ら

る
叉
最
後
の
手
段
を
採
る
と
す
る备

 

充
分
の
目
的
を
達
ず
る
を
得
る
は
殆
んど
.不

可

能

な6

戰

爭

は

制.

•

伸

裁

—々

麗

委

員

會-
之

を

®

制

す
る
を
得
ヤ0
る
な
6

平
和
會
議
の
未
來
觀
は
國
際
§

の 

解
決
を
.

之
に
委
任
せ
ん
と
し
且
つ
制
裁
の
履
行
等
の
¥

 

をV
,

圖
す
Z

名
是
早
し
て
可
能
な
る
や
寧
者
は
#

栽
々̂

.

(C
M

す
べ
き
事

項

と

然

ら

次

る

の

事

項

を

區

別

す

る

名

之

• 

於
爲

な
6

國

家

の

平

等

な

る

は

之

を

許

さ
t

る

な
6

®

把 

は

國

家

の

上

位

に

位

す

る

權

カ

ぁ

ろ

て

之

わ

爲

し

得

る

名
 

の

な

ろ
此
點
に
於
て
國

際

法

上
の

主
權
は
其

拘

束

力

よ
6

 

救

濟

克

求

む

る

名

不

確

定

な
6

。

統
治
權
の
支
分
權

銃
治
檄
S

醫

靈

f

麄

昼

の

？

方
に
よ

6

て
種
々
に
觀
察
す
る
を
得
べ
し
立
法
、
司
法
'
 

行
改
の 

三
權
に
附
加
す
る
に
天
皇
叉
は
主
權
者
の
大
權
作
B

に
兮 

つ
然
れ
ど
3

國
際
法
上
の
主
權
と
比
較
す
る
に
は
統
治
4«

の
客
體
.

の
種
類
に
よ6

て
之
を
.

分
釋
す
る
は
簡
軍C

し
て 

便

宜

な
6

.と

信

岁

吾

人

は

人

民

に

對

す

る

統

治

權

を

對

民

13L

6<

支
|1
1

權
と
柄
し
領
土
に
對
す
る^p

の
を
，
ft

土
權
，c
言
ふ 

■

對
民
支
酤
權
と
は
統
治
權
の
性
質
上
_
民
を
支
配
す
る 

權
な
'

^

と
言
ふ
に
外
な
ら
ず
領
土
桃
と
は
土
地
に
到
す
る
ノ
 

統
治
權
に
し
て
强
制
絕
對
に
領
土
を
支
*

し
得
べ
き
權
カj 

な
6

是
等
二
種
の
權
は
皆
積
極
的
方
面
の
效
果
と
梢
極
的 

方
面
の
效
果
を
有
す
前
者
は
領
土
內
に
存
す
る
事
物
女
る 

i

A

t

る
と
を
問
は
ず
統
治
權
に
服
從
せ
次
る
べ
か
ら
次 

る
こ
と
を
意
味
し
後
者
は€
1

1

_

領

土

內

に

外

國

の

主

權

の 

侵
入
を
許
さ

ヾ
る
の
效
果
な6

五
口
人
が
國
際
法
上
の
主
權 

は
統
治
權
に
极
據
を
置
く
と
言
ふ
は
此
點
に
於
C

名
知
る
一 

を
得
べ
し

而
し
て
兹
に
特
に
論
す
ベ
き
は®

土

權

の«-
質

果

し

て 

如
何
の
則
題
な
6

«

者
學
者
は
深
邃
な
る
學
理
を
披
»
討
一 

衝
せ
ら
れ
つ
、
あ̂
：

N

と

離

^
^
菩

人

淺

學

能

く

之

を

顚

明

す 

る
能
は
ず
唯
吾
人
の
信̂

る
所
を
述
べ
ん
と
す
領
土
權
は

\ 

物
權
な
ろ
と
言
ふ&

卽
ち
物
權
の
對'1
1
1
:的
效
カ
l g
®

fi
{
It t 

質
を
有
す
る
の
あ
る
が
故̂

6

然
れ
ど
4
物
權
の
內
容 

と
し
て
今
日
學
者
の
論
也
ら
る
ヽ
所
に
し
て
最
^P

眞
な
/
ノ

と
認
む
る
所
を
擧
ぐ
れ
ば

一
、
物
權
は
，物
を
占
有
す
る
內
容
を
有
す 

ニ
、
物
權
は
物
を
使
用
す
-る
內
料
を
有
す

三
、
物
權
は
物
を
收
益
す
る
內
落
を
有
す

四
、
物
權
は
物
を
處
分
す
る
內
落
を
有
す

五
、
物
權
は
物
に
關
す
る
他
人
の
干
渉
を
排
斥
し
得
る 

を
內
容
と
す

と
.

是
卽
も
獨
逸
民
法
の
所
謂
物
權
と
は
總
轄
的
に
物
を
支 

m

す

る

繼
利
な
6

i

言
ふ
に
同
1̂

而
しy

兹
に
注
意
す
ベ 

き
は
內
容
第
五
は
第
一
に
對
す
る
名
の
に
し
て
其
裔
果
な 

6

第
五
の
千
渉
排
斤
を
實
體
法
か
認
め
tt

る
我
民
法
否
九 

十
七
條
に
所
1
後
五
條
の
規
定
に
よ6
て
占
有
の
餅
を
提 

S

す

る

t
と
を
得
と
の
意
義
に
し
て
手
續
法
上の
救
濟
は 

物
，
其
S

の
を
基
本
と
す
るS

の
な
れ
ば
此
五
內
容
を
有 

'す

る

集

合

な

る

物

權

其

名

の

、.効
果

な

る

乙

と

な
6

而

し 

<

物
權
全
體
と
し
て
懷
さ
る
、
滕
に
此
五
W

料
於
手
續
法 

上
の
當
事
者
と
'

な
る
を
得
せ
し
む
る
な6
 

0

是
に
反
し
て
領
土
權
を
統
治
權
と
し
<
は
是
等
五
內
教



を
有T

N

る
を
想
像
す
る
を
得
れど
^p

物
權

の

第

一

內

容

ょ

C\
 i 

L
U
P
. 

<
、

.
，
_

,

:
 

‘

.

名
？

し
て
實
行
し
得
る
や
統
治S

客
體
I

配

し

浪

び

G

ff
f

I i

?

は
性
質
を
等
し
く
せS

 

样
的
效
果
を
有
す
る
は
旣
に
述
ベf

國

際

法

1

7ft

一I

偉
f

變
？

名
の
に
し
て；S

の

は
統
治
權
I

據
と
す
る
こ

ま
f

‘

C-
n

 

I

i l
u

摄

鶄

產

の

如

く

僚

機

的

贅

を

具f

極
的

效
果
を
無
視
せ

ら

る

、

辟
5

_

に

對

し

て

救
« :

“

 \

爭
る

や
J

”

> 6
t i
1 #

け
公
S

物

權
の
觀
念
を
？

、
を 

要
求
す
卽
ち
屢
法
上S

機
の
I

と
し
r

.
 

f

t

 

l

c s
f

 

f

 

れ
f

此
f

讓
る
と 

I

は
國
際
法
上
の
主
權
の_

動
;

^

や

將

叉
^

:

J

 

際
法
上
之
I

用

す
1

1

1

 

主
權
の
活
動
I

I

I
領

土
權

の

性

質

を

定

む

j 

法
上
§

衛

權

故

體
？

物
f

#

的
狀
f

於
？

他
人
を
S

し得
；；

i

« p
i

x

w

び

f

I J
.
に
？

f

衛
f

附
加
し
て 

の
效
果
を
重
し
得
石
可
能
力
を有

す

统

f

こ

^

の
？
果
を
f

.

V

Iの
I

M

ひ
る
を
得
べ

等

し

傾

土

權

の

謝

法

上

物

權

か

妓

こ

”

 

W

K

c a

て
屢
法
上
物
權
を
識
む
る
を
得
ず 

|

!

|

!

斷
定 
r

H

Af
t

! I
H

i f
I l
; I
?

認
ひ 
f

 

:I
B

之
S

し
て
消
極
的I

へ

ん

と

欲

す

何

ん\
威
f

 

b

r

J'
c

f

f

ほ

す

ぺ
f

 

S

の
取
I

 

&
際
法
上
の
主
撤
は
顧
法
上
の
主
襬
を
基
礎
i

す

る

^

^

ハ
を
强：>

 

得

る

は

靡

法

上

の

物

權

.
於
變
ヒ
て
手
續
法
卜
一
の 

0
0
1 

る
名
の
な
6

物
權
を
基
本
と
し
て
訴
罌±

重

す

？

4

f
 

8
し
 ̂

4
領
土 i

"

鐘

更

は

屢
s

f

爵

？

m

&

±

の
名

の-
f

f

s

、がi

s

昼
 

し

す

る

接
合
に
自
衛
榣i

し
て
將
に
之

を

認

む

る

は

談
6

 

厨
f

の.
關
f

る
が

故 

反

發

t

先

淀

t _
る

こ

と

、
な

る

な
6

其

®

土

權

は

國

法

ヒ

■

の
主
權
な6

國
際
法
上
の
支
分
權 

國
家
が
國
家
其
名
の
と
し
て
生
存
し
發
達
し
行
く
は
國 

法
上
の
獨
立
な6

對
外
的
に
生
存
す
るに
は
他
國
ょ
ろ

自 

國
の
行
爲
に
，
す
る
干#

を
®

止
し
得
ベ
き
權
を
有
せざ 

る
べ
於
ら
次
る
な

.O

然
ら
次
れ
ば
國
法
上
統
治
權
の
存
立 

を
缺
き
從
つ
<
國
際
法
上
の
主
權
の
存
す
る
理
な
け
れ
ば 

な
ろ
故
に
對
外
的
に
生
存
し
行
く
は
是
el
l

lo

對
外
的
獨
立 

の
權
な
6

國
家̂

皆

國

際

法

を

認

め

且

つ

之

を

制

^

す

る 

上
に
於
て
'
國

際

法

上

の

權

利

能

力

者

と

し

て

平

等

に

獨

立 

す
故
に
國
際
法
上
國
家
女
る
以
上
は
共
に
權
利
能
ヵ
者
片 

る
を
得
べ
く
行
爲
能
力
の
有
無
は
此
點
に
於
て
何
等
の
支 

障
あ
る
な
し
或
學
者
は
之
を
獨
立
權
と
稱
す 

叉
國
家
は
對
內
的
に
生
存
す
る
以
上
は
自
國
の
自
衛
を

\ 

爲
し
自
國
の
み
と
し
て
存
立
®
活
を
せ
次
る
ベ
か
ら
宇
是
一 

國
法
上
の
自
衛
な6

統
治
敗
と
し
て
の
活
動
な6

對
外
的 

に

自

國

が

交

際

し

有

無

相

通

^

る

と

共

に

國

際

法

上

の

自 

13
3

®
於
ま
#

し
自
國
が
獨
立
し
行
く
を
要
す
然
る
に
其
獨
立 .

.

の
.

生
存
を
危
地Ic
f
■

る

、
名

の

あ
-C

V
-

こ
せ
ん
か
是
に
«
し 

<
主
權
の
作
用
を
或
形
式
に
於
て
爲
^

5

-
る
ベ
か
ら
次
る 

に
至
る
是6I
J

ち
自
國
の
存
立
を
危
く
す
る^p
の
を
钮
>K

す 

石
の
權
な6

自
國
存
立
の
策
を
講
す
.る
に
當
對
外
的 

1

に
之
を
爲
す.
は
國
際
法
上
の
主
機
の
自
衛*

の
行
使
な6

國
家
は
是
等
以
外
に
於
て
他
國
と
經
濟
上
政
治
上
に
交 

際
し
有
無
相
通
匕
國
家
と
國
家
と
の
利
害
を
調
和
し
つ
、 

自
國
の
民
福
を
圖
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
此
方
面
に
於
て
_

»
 

間
の
行
爲
の
形
式
を
定
む
國
際
交
通
の
權
と
は
卽
も
是
な 

6

是
等
以
外
にj 

ニ
の
權
を
認
む
る
學
者
あ
るg

此
內
の 

1

の
權
の
內
容
を
な
す
の
觀
ある
、が
故
に
此
三
を
以V

足 

る

と

信
す
而
し
て

是
等
は
國
際
法
な

き
槠
以
純
然̂

る

國 

家
の
權
能
71
6

.

本
能
な
A

き
然
る
に
10
:

界
的
交
通
頻
繁
な 

る
に
至
る
脖
は
各
國
家
は
國
法
上
人
民
と
人
民
と
の
衝
突 

を
生
ず
と
等
し
く
他
國
と
の
間
に
利
害
の
衢
突
を
來
す
救 

に
是
舣
關
係
を
調
和
す
ベ
き
國
際
惯
習
を
生
匕
遂
に
法
杧 

る
の
&

質
を
有
せ
し
む
る
に
至6

法
を
發
生
す
兹
に
於
て



霞

、、ニ

13
か
此
等
の
權
能
は
國
際
法
上
、の
權
利
と
な
，

6

其
活
動̂

^

 

の
形
式
を
定
ひ
.るこ
と

、

な

る
^p

の
な
6

 

.

.

.

獨
立
權
の
侵
害
は
遂
に
®
衛
權
と
化
し
國
際
交
通
の
陵 

害
名
■

亦
之
に
化
し
て
基
等
の
三
を
一
に
歸
す
而
し
て
息
W

 

權
の
發
動
は
郞
ち
大
權
の
發
動
な
6

國
際
法
h

の
主
灌
f

 

.

國
法
上
の
主

權

の
根
據
の
上
に
立
ち
反
射
的性
質

を

有

す
 

と
云
ふ
理
玆
に
存
す
他BI
を
し
て

或
行
爲
を
爲
し
叉
は
爲 

、
，■

ら
し
む
る

|

見
償
權̂

の

性

質

を

有

す

る

を

知

る

此
 

自

衛

權

は

各

他

國

に

對

し

て

請

求

し

得

る

の

黠

よ

ろ

見

れ

一
 

ば
統
治
儒
を
基
本
と
し
て
是
が
救
？
求

ひ

る
M

故
に
物
一 

一tr
对
•#
-
-に
家
似
す
る
點
あ-o

而
し
て
此
自̂

.*
1

動
の 

®

式
は
國
際
^
^
平
和
的
處
理
策
と
戰
滕
に
於
げ
る

交

戦 

榍
と
し
て
表
は
る
を
通
常
と
爲
す
尤名
其
以
前
に
於

て

杭 

_

の
_

込

等

の

存

す

る

名

是

は

自

衛

權

と

獨

立
«

と
の
輩
一 

上
に
存
す
る
一
の
方
法i

見
る
べ
く
當
事
國
の
意
思| 

に
よ
'

0
て

何

れ

に

か

屬

す

る

名

の

と

す 

ニ
法
上
の
主
權
の
異
同 

似
上
货
ぺ
し
观
を
以
て
觀
る
塒
は
國
法
上
の
主
«
と
國

s.
m

際
法
>

の
主
權
の
異
同
を
辨
岁
る
に
足
る
i

AV
F}
^

一
、

ニ

法

上

の

主

權

は

主

體

を

.等

し

く

す

履

f

 V

麗

篇

羞

.
喜

に

篇

は

履

醫

く
の
#
提
要
件
な6

画
家
は
主
權
の
存
在
を
要
素
とす
然

t
 

\

ど
名
主
權
は
抽
象
的
の
名
の
江6

是
を
攒
ろ

て

以

て

睛
^
 

j

の
生
存
目
的
を
知4

蔬
合
せ
し
め
て
運

用

す
f

の 

\

な
か
ら
次
る
ベ
か
ら
麥
此
權
カ
の
把
握
者
を
稱
し
て
主
嘈 

\

者
と
し
其
存
す
る
位
地i
主
權
と
の
關
係
を
一
致
充
實
し 

\

得
べ

f

の
を
主
體
と
言
ふ
我
國に
て

は

天

鬼

と

な

す

出 

:

主
#
者
の
對
外r^
tc

活
動
す
る
^P

の
國
際
法
上

の

櫬

利
ヒ
ヒ 

力
者
な
6

主
體
を
同
^

く

す

る

は

明

欺

な

6

ニ
、
ニ
法
上
の
主
權
は
國
家
の
生
存
維
持
を
目
的
と
す 

•ふ
點
に
於
て
同
じ

三
二
法
上
の
主
權
は
不
可
分
な
る
點
に
於
て
同b 

圆
、
ニ
法
上
の
主
.權
は
國
家
特
有
な
る
點
に
於
て
同
ヒ 

五
、

ブ
は
不
對
當
者
間
の
關
係
に
於
て
存b

j

l

p

t 

者
間
の
關
係
に
花
，
o 

i

フ

一
は
.絕
對
に
し
て
一
は
相
對な
る
«

)

に
於
て
堤
、1

ュV 

•

.
 
..
 

.
 

H
I 
.

13^

七
、

一
は
對
自
的
の
權
に
し
て
一
は
®
他
的
の
權
な
6

.

八
、

一
は
救
濟
確
實
な6

一
は
不
確
實
な
る
點
に
於
て 

異
れ
纟

丸
、
法
律
制
定
に
關
す
る
形
式
を
異
に
す
從
つ
て
主
權 

の
作
用
の
範
圍
に
廣
狹
あ6
 

此
外
現
赌
に
於y

他
國
の
惯
膂
先
例
に
上6
 

<

主
#

の 

作
用
を
1!
*

際
法
上
强
要
せ
ら
る
、$

の
あ
6

然
れ
ど
$
吾 

人
は
®

は
國
際
法
の
性
質
の(

誤
解
に
基
く
名
の
に
し
て
異 

る
點
と
し
て
擧
ぐ
る
を
好
ま
す
 

- 

國
際
法
の
將
來 

國
際
法
は
未
だ
發
達
の
中
途
に
あ
6

慣
習
に
重
き
を
置 

く
-
故
に
法
遡
徹
底
せ
宇
便
究
主
義
に
出
る
於
敌
に
法
理 

褪
雜
な
り
禮
讓
夂
屬
し
て
國
際
法
に
非
る
.
4

の
を
名
斯
く 

斯
く
と
主
張
せ
ら
る
れ
ば
强
國
の
爲
め
に
自
國
の
關
知 

せ̂

る
法
の
®

朿
カ
を
認
め
次
る
を
#
^
る
こ
と
あ6
 

法
を
し
て
仳
界
的
共
通
な
る
％
の
を
存
背
し
む
る
は
人 

類
の
幸
福
な
ろ
と
雖
名
羅
の
法
に
非
す
し
て
圏
家
の
；
^

雜

錄

'

に
國
家
の
外
に
國
際
法
ぁ
ろ
と
す
る
 

'が
如
き
は
國
際
法
孩 

究
に
際
し
て
將
來
學
者
と
し
て
注
意
を
傾
注
す
ベ
き
1

な 

6

と
信
す
何
ん
と
な
れ
ば
主
權
の
作
用
は
是
於
爲
め
に
充 

分
に
發
撣
す
る
を
得？'
'

る
祀
憂
の
存
す
れ
ば
な6

國
家
の 

不
幸
1!
'
民

の

不

幸

何

ぞ

是

に

如

く

名

の

ぁ

ら

ん

や

國

際

法 

を
國
家
の
對
外
的
政
略
の
爲
め
に
許
す
ベ
か
ら
次
る
方
法 

手
段
を
以
て
無
視
せ
ら
れ
弄せ
ら
る
く
に
於
<

は
實
に
言 

語
同
斷
と
言
か
ベ
し
須ら
く

外
交
方
面
の
政
治
と
國
際
法 

と
を
獨
立
せ
し
めy

是
が
區
別
を
立
つ
ベ
し
吾
人
は
此
意 

義
を
以
<
此
論
文
を
記
し
て
大
家
に
質
さ
ん
と
欲
す
法
の 

不
蕕
獨
立
な
る
は
法
律
的
信
念
に
於
<
存
す
べ
き
眞
理
な 

6

公
哩
な
6

モ

y
ロ
ー
主
義
の
如
き
自
已
の
宣
言
し
杧
る 

政
策
は
國
際
法
に
非
る
は
論
なし
何
等
權
利
拘
朿
の
潰値 

な
し
國
家
の
主
褰
に
非
デ
し
て
法
に
非
ず
況
ん
や
布
唾
比 

律
賓
に

<
の
彼
の
行
動
を
以て
旣
に
其
主
義
の
自

ら

破
棄 

せ
.

る
に
於
て
を
や
常
に
ロ
に
法a

を
籍
6

<

モ
ロ

ッ
-l
Tr
g

 

題
に
容
«

せ

ん
と
す
る
獨
逸
を
し
て
聽
暴
の
策
に
出
で
し 

め
且
つ
粉
爭
の
胚
種
杧
ら
しif
る
於
如
き
，は
國
家
以
外
に 

-

.

 

1
1
1
$

m

I1
ip

II!

I1



び
S

J

U

:a

然

法

の

如

農

際

法I

在
I

定
す
る
の

I I
;

成
■

! !

國
I I
I I
1 1
I I

1

所
あ
I

知
る
ベ
し
大
に
努
力
せざ
5

け

(

九
月
四
日
終
稿、)

* 

|
> 

- 

I
-
-
-
- 
1.
{
|
«
>
»

1|
|
|
_

• 

r
l 

.
* 

.

.

•
 
/
 
)
} 
.
)

薇

濟

學

上

ょ

り

觀

た
.

3

 

結

婚

問

題

(

其

ニ)
.
 

;

尚

城

fl

一
、
捃
子
の
結
婚(

前
號
揭
載〕 

ニ
"

男
子
の
結
辦
年
齡 

三
、
女
子
の
結
婚 

四
' 

女
子
の
着
年
齡

郧

第
こ
、
男
子
の
結
鄕
年
翁 

I

は
前
罢
於
て
男
子S

娘
の
-

動
機
i

夫
れ 

の
I

f

述
べ
、
男

孟

哲

侬

る
I

I

S

禁

其

產
S

値
ょ

な
I

認
f

れ
J

故
？

i

s

?

。
 

X

,

て 
m

f

 

し 
l

s

s

?

;

l i

\

.
;

補
項
.
H

I

S

S

湯

の

？
f

の
さ
し
て 

\ )

3:
-
Ji
、

(

ニ)

自
家
永
存
の
希]I

、(

三)

勞
ヵ
の
播
加
、

1

1 0

義

(

五〕

虛
2

、(

六

)

|

、5

道
德
t

s

n

b/
l

f

 

擧
げ
I

、
其
？

第 
_

< « 

a

普
!
;

十
五
才
乃
至
一
不
才
前
後I

f

し
-c
i

漸 

U

4

進
し
五
十
才
前
後
に
於I

f

達
す
f

一
一
十
才
に5

婚
せ
ん
4

 

^

或
ね
ニ
十
?/
?

才

に

て

妻

帶

の

希

璧

を

有

す

る

に

至
6

、 

ム

叉

一一
一
十
才
に
達
す
I

妻

を

娶

る

t
 

i

l

l

る
こ

や
。

I

l

f

一

發
®

年
齡
に
關
すA
w

ff 

ニ
、
結
婚
に
依6
'

て
滿
把
し
得I

望
に
對
す
る 

,

■*

觜

事

者

の

豫

測

せ

る

結

婚

失

#

の

比

列 

1

In

辦

年

！
1

に

關

す

る

習

慣
，

l

o

p

s

 

.

.

i

•
す
る
習
慣
は
女
子
の
結
婚
年
齢
に
關
す
る
習
慣
の
如
く
强 

制
的
の
名
の
に
非
次
れ
ど
名
、
猶
多
少
之
に
對
す
る
社
會 

の
制
裁
あ6

て
、
劣
子
の
範
圍
内
は
各
出
來
得
る
に
て
、
 

之

を

遵

守

ぜ

ん

と

勤

め

つ

、
あ

6

。
此
習
慣
は
國
を
異
に 

す
る
に
從
ひ
一
定
、な
ら
ヤ

J

る
は
贅
言
す
る
の
要
な
き
所
な 

る
が
、
我
國
、
殊
に
本
道
に
在6

て
は
男
子
の
結
婚
期
は 

1
i

十
才
前
後
よ6

一一
 

十
四
五
才
迄
を
通
則
と
な
す
ぢ
の
、 

如
し
。
此
習
慣
あ
る
、が
故
に
多
少
自
己
の
便
.宜
を
犧
牲
に 

供
し
て
、
自
己
の
豫
期
に
ニ
三
苹
前
後
し
て
妻
帶
な
す
名 

の
あ
6

。
然
れ
ど
$

他
の
習
慣
と
同
匕
<
此
習
慣
名
亦
女 

他
の
事
情
に
顷
ろ
て
定
幸
り^

る
名
の
伫
し
て
、
根
本
的 

1C

與
子
の
結
婚.
年
®

を

定

む
る
名
の
は
第
一
一
の
條
件

S

ち 

ニ
、
結
婚
に
依6

て
滿
杧
1

得
る
欲
鹽
に
對
す
る
當
事
者 

.

の
豫
測
せ
る
結
婚
失
费
の
比
例
是
れ
な

6

。
故
に
罟
人 

は
主
と
じ
て
本
瑕
に
は
此
條
件
を
論
せ
ん
と
欲
す
。
前
項 

に
於
て
».

せ
し
如
く
。
結
婚
に
因6
 V

生
す
る
失
费
に
有 

形
と
無
形
の
ニ
種
あ6

。
有
形
の
失
費
と
は
結
婚
の
醸
す 

13
7

f s
w

t

M

に
經
常
1

を
謂
ひ
、
無
形
の
失1

と
は(

一

荇

雜

錄

爲
の
自
由
の
拘
束
、(

ニ

)

職
業
の
&
由
の
拘
束
、(

三

)

住 

届
の
自
由
め
拘
朿
、.(E

I
)

外
戚
と
の
衡
突
ょA
 

•生
.

ず
る
不 

愉
快
、(

五)

係
累
の
增
加
を
指
す
な6

。
然
6

と
雖
名
、 

此
等
無
形
の
失
费
は
未
婚
男
子
の
注
意
を
蓝
く
こ
と
少
な
，
 

く
、
假
令
多
少
之
に
對
し
顧
慮
す
る
^P

の
あ
る̂

P
、

之
を 

正
確
に
t T
f M
g

l :

す
る
$

の
叉
は
評
價
酌
量
し#

る
名

の 

猶
な
る
を
以
て
、

な
通
^
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